
第43期 定時株主総会

招集ご通知
書面又はインターネットによる議決権行使期限

2023年6月22日（木曜日）
午後6時まで

日 時

2023年6月23日(金曜日)
午前10時（受付開始：午前9時15分）

場 所

東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー
ステーションコンファレンス東京
6階 会議室
末尾の会場ご案内図をご参照ください。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除

く。)8名選任の件
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選

任の件
第4号議案 役員賞与支給の件

日本調剤株式会社
証券コード：3341
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証券コード 3341
2023年6月2日

（電子提供措置の開始日2023年6月1日）
株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
日 本 調 剤 株 式 会 社
代表取締役社長 三 津 原 庸 介

第43期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第43期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の当社ウェブサ

イトに電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.nicho.co.jp/corporate/ir/stock/meeting.html

また、上記のほか、インターネット上の以下の東証ウェブサイトにも掲載しております。
東証ウェブサイト https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、事前に書面・インターネット等により議決権を行使いただけま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年6月22日（木曜日）午後6時
までに議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。

敬 具
記

1． 日 時 2023年6月23日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時15分）
2． 場 所 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー

ステーションコンファレンス東京 6階会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3． 目 的 事 項
報 告 事 項 1．第43期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類

並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第43期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
第4号議案 役員賞与支給の件
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詳細は３ページ 詳細は３ページ 詳細は３・４ページ

株主様へのお知らせ
●本総会の招集に際しては、本招集ご通知（書面）のご送付と併せて、法令及び当社定款第15条の規定に基づ
き、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっております。
本招集ご通知の内容について、当社ホームページ及び東京証券取引所ホームページに掲載しております。

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ホームページ及び東京証券取引所ホーム
ページに掲載いたします。

当社ホームページ https://www.nicho.co.jp/corporate/ir/stock/meeting.html

東京証券取引所ホームページ
（東証上場会社情報サービス）

下記の東証ホームページにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」
に「日本調剤」又は「コード」に「3341」を入力・検索し、「基本
情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある
「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

交付書面への記載を省略した
事項

連結計算書類の「連結注記表」並びに計算書類の「個別注記表」に
つきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、交付書面
への記載をしておりません。なお、監査等委員会が監査した事業報
告、連結計算書類、計算書類及び会計監査人が監査した連結計算書
類、計算書類は、当該書面に掲載の各書類のほか、当社ホームペー
ジ及び東京証券取引所ホームページに掲載した事項となります。

株主の皆様におかれましては、次の方法により議決権行使を通じて株主総会にご参加願います。
株主総会へ出席する場合 「議決権行使書」を郵送する場合 インターネットによる

議決権行使の場合

以 上
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議決権の行使等についてのご案内
株主総会へ出席する場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
(ご捺印は不要です。)
代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委
任する場合に限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。
日 時：2023年6月23日（金曜日）午前10時
会 場：東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー

ステーションコンファレンス東京 6階会議室

「議決権行使書」を郵送する場合
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご返送ください。(下記行使期限までに到着するようご返送ください。)
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思
表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
行使期限：2023年6月22日（木曜日）午後6時まで

インターネットによる議決権行使の場合
議決権行使サイト https://evote.tr.mufg.jp/
行使期限：2023年6月22日（木曜日）午後6時まで
パソコン又はスマートフォン等から、上記の議決権行使サイトにアクセ
スのうえ、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パス
ワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって、上記行使期限ま
でに議案に対する賛否をご入力ください。
ご不明な点等がございましたら、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
電 話 0120-173-027（通話料無料）
受付時間 午前9：00～午後9：00

なお、詳細につきましては、次頁をご参照ください。
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インターネットによる議決権行使のご案内
（1）議決権行使サイトについて

① インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォン等から、当社の指定する議決権行使
サイトにアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時まで
は取扱いを休止させていただきます。）

② パソコン又はスマートフォン等による議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使
用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株
主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

（2）インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点
① インターネットと書面により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効

な議決権行使として取扱わせていただきます。
② インターネットによって、複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行

使として取扱わせていただきます。また、パソコンとスマートフォン等で重複して議決権を行使された
場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は株主様のご負担
となります。

④ 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利
用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了
承ください。

⑤ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

議決権電子行使プラットフォームについて
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等に

より設立されました株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場
合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決
権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。
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株主総会参考書類
第1号議案 剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当社は株主の皆様方への利益還元を経営上の重要課題の一つとして捉えており、成長性を

確保するための内部留保も十分に考慮しながらも、各期の経営成績に連動した形で最大限株
主の皆様方に対して利益還元を図っていくことを基本方針としております。
このような方針の下、当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じ

ます。
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円50銭といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は374,831,313円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月26日といたしたいと存じます。
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第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）9名全員は、本総会終結

の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営体制の効率化のため、1名減員し、取締役8名の選任をお願いいたしたい

と存じます。なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について
適任であると判断しております。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 新任・再任 現在の当社における地位及び担当

取締役会
出席状況

（2022年度）

1 三津
み つ は ら

原 庸
よう

介
すけ 再任

代表取締役社長 社長執行役員
経営全般
経営企画・DX戦略担当

15／15回
（100％）

2 笠
か さ い

井 直
な お と

人 再任
常務取締役 常務執行役員
営業統括・開発・企業情報・広報・サステナビリテ
ィ統括担当

15／15回
（100％）

3 小
こ や な ぎ

柳 利
と し ゆ き

幸 再任

取締役 上席執行役員
薬剤本部長
薬剤管理・推進・教育情報・ジェネリック推進・購
買・在宅医療・ヘルスケア推進・マーケティング・
薬剤企画・品質管理・医療戦略企画・支店管理・シ
ステム・医療連携推進・事業開発担当

15／15回
（100％）

4 小
お

城
ぎ

和
か ず の り

紀 再任
取締役 上席執行役員
財務部長
経理・財務・関係会社担当

15／15回
（100％）

5 藤
ふ じ も と

本 佳
よ し ひ さ

久 再任
取締役 上席執行役員
総務・人事・薬事採用センター・保険サービス事
業・リスク管理・コンプライアンス統括担当
CSO

15／15回
（100％）

6 井
い の う え

上 祐
ま さ ひ ろ

弘 新任 ― ー

7 恩
お ん じ

地 祥
よ し み つ

光 再任 取締役 社外役員 独立役員 15／15回
（100％）

8 野
の

間
ま

幹
み き は る

晴 再任 取締役 社外役員 独立役員 15／15回
（100％）
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名

（生 年 月 日）
略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

1

みつはら ようすけ
三 津 原 庸 介
（1976年2月5日生）

再任

1999年 9 月 当社入社
2001年 4 月 当社経営企画部長
2005年 1 月 日本ジェネリック㈱取締役
2006年 4 月 当社営業推進部長
2006年10月 ㈱メディカルリソース取締役
2007年 6 月 当社取締役営業推進部長
2010年 6 月 当社取締役退任
2013年 6 月 ㈱日本医薬総合研究所取締役
2014年 6 月 当社取締役
2014年 6 月 日本ジェネリック㈱取締役
2015年 6 月 当社常務取締役
2017年 6 月 当社専務取締役
2019年 6 月 当社代表取締役社長(現任)
2019年 6 月 ㈱メディカルリソース代表取締役社長
2019年 6 月 日本ジェネリック㈱代表取締役社長
2019年 6 月 ㈱日本医薬総合研究所代表取締役社長
2019年 6 月 長生堂製薬㈱代表取締役会長
2021年 6 月 ㈱メディカルリソース取締役会長(現任)
2022年 4 月 当社社長執行役員(現任)
2022年 6 月 日本ジェネリック㈱代表取締役会長(現任)
2022年 6 月 ㈱日本医薬総合研究所取締役会長(現任)

6,640,000株

【担当】
経営全般、経営企画・DX戦略担当
【取締役候補者とした理由】
三津原庸介氏は、1999年の入社以来、経営企画部長、営業推進部長、当社及び関連会社の取締役を経
て、現在では当社代表取締役社長として、当社の最高経営責任者としてのリーダーシップを発揮し、
医療業界にイノベーションを起こす成長戦略を推し進めるなど経営全般に関する知見を有しており、
引き続き取締役候補者としました。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名

（生 年 月 日）
略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

2

か さ い な お と
笠 井 直 人

（1962年5月16日生）
再任

2013年 4 月 当社入社
2013年 4 月 当社営業統括部部長
2013年10月 当社営業推進部長
2015年 6 月 当社取締役営業推進部長
2016年 4 月 当社取締役営業統括部長
2016年 6 月 当社常務取締役営業統括部長
2020年 4 月 当社常務取締役(現任)
2022年 4 月 当社常務執行役員(現任)

4,000株

【担当】
営業統括・開発・企業情報・広報・サステナビリティ統括担当
【取締役候補者とした理由】
笠井直人氏は、2013年の入社以来、主に店舗開発業務に従事し、営業推進部長を経て、現在では常務
取締役として営業統括・開発・企業情報・広報・サステナビリティ統括担当役員を務めるなど、当社
における豊富な店舗開発実績と当社の店舗開発全般の管理・運営に関する知見を有しており、引き続
き取締役候補者としました。

3

こやなぎ としゆき
小 柳 利 幸
（1963年4月8日生）

再任

1990年 7 月 当社入社
2000年 4 月 当社東北支店薬剤部部長
2004年12月 当社薬剤本部東日本薬剤統括部長
2009年12月 当社薬剤本部購買部長
2012年 4 月 当社薬剤本部長兼薬剤本部購買部長
2012年 6 月 当社取締役薬剤本部長兼薬剤本部購買部長
2014年 1 月 当社取締役薬剤本部長(現任)
2022年 4 月 当社上席執行役員(現任)

8,960株

【担当】
薬剤本部長、薬剤管理・推進・教育情報・ジェネリック推進・購買・在宅医療・ヘルスケア推進・マ
ーケティング・薬剤企画・品質管理・医療戦略企画・支店管理・システム・医療連携推進・事業開発担当
【取締役候補者とした理由】
小柳利幸氏は、1990年の入社以来、主に薬局運営・管理業務に従事し、薬剤本部長兼薬剤本部購買部
長を経て、現在では取締役薬剤本部長として薬剤管理・推進・教育情報・ジェネリック推進・購買・
在宅医療・ヘルスケア推進・マーケティング・薬剤企画・品質管理・医療戦略企画・支店管理・シス
テム・医療連携推進・事業開発担当役員を務めるなど、当社における豊富な業務経験と、薬局管理・
運営業務に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者としました。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名

（生 年 月 日）
略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

4

お ぎ かずのり
小 城 和 紀

（1966年11月14日生）
再任

2008年 5 月 当社入社
2008年 5 月 当社財務部次長
2009年 4 月 当社財務部部長
2015年 4 月 当社財務部長
2015年 6 月 当社取締役財務部長(現任)
2015年 6 月 ㈱メディカルリソース取締役
2021年10月 長生堂製薬㈱代表取締役社長(現任)
2021年10月 日本ジェネリック㈱取締役(現任)
2022年 4 月 当社上席執行役員(現任)

9,400株

【担当】
財務部長、経理・財務・関係会社担当
【取締役候補者とした理由】
小城和紀氏は、2008年の入社以来、主に財務・会計業務に従事し、現在では取締役財務部長として経
理・財務・関係会社担当役員及び子会社代表取締役を務めるなど、当社における豊富な業務経験と当
社の管理・運営業務に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者としました。

5

ふじもと よしひさ
藤 本 佳 久

（1958年9月10日生）
再任

2011年 1 月 当社入社
2011年 1 月 当社公共営業部長
2013年10月 当社総務部長
2016年 6 月 当社取締役管理本部長兼総務部長
2019年 4 月 当社取締役管理本部長
2022年 4 月 当社上席執行役員(現任)
2023年 5 月 当社取締役(現任)

14,600株

【担当】
総務・人事・薬事採用センター・保険サービス事業・リスク管理・コンプライアンス統括担当、CSO
【取締役候補者とした理由】
藤本佳久氏は、2011年の入社以来、公共営業部長にて店舗開発業務に従事した後、総務部長を経て、
現在では取締役として総務・人事・薬事採用センター・保険サービス事業・リスク管理・コンプライ
アンス統括担当役員及びCSOを務めるなど、当社における多種多様な業務経験と、当社の管理・運営
業務に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者としました。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名

（生 年 月 日）
略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

6

いのうえ まさひろ
井 上 祐 弘

（1963年12月20日生）
新任

2016年 5 月 日本ジェネリック㈱入社
2016年 5 月 同社人事総務部長
2016年 6 月 同社取締役
2017年 6 月 同社常務取締役
2020年 6 月 長生堂製薬㈱取締役(現任)
2022年 6 月 日本ジェネリック㈱代表取締役社長(現任)

0株

【重要な兼職の状況】
日本ジェネリック㈱代表取締役社長
長生堂製薬㈱取締役
【取締役候補者とした理由】
井上祐弘氏は、2016年に日本ジェネリック㈱に入社以来、同社経営全般の運営を担い、現在では同社
の代表取締役社長を務めており、豊富な業務経験と管理・運営業務に関する知見を有していることか
ら、日本調剤グループの医薬製造販売事業を統括し、体制強化に資することが期待されるため、取締
役候補者としました。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名

（生 年 月 日）
略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

7

お ん じ よしみつ
恩 地 祥 光

（1954年11月1日生）
再任 社外

独立役員

1977年 4 月 ㈱ダイエー入社
1994年 4 月 同社経営企画本部長
1998年 9 月 ㈱アール・イー・パートナーズ取締役副社長
1999年12月 ㈲オズ・コーポレーション代表取締役(現任)
2000年 3 月 ㈱レコフ事務所(現㈱レコフ)執行役員
2007年 6 月 同社取締役兼主席執行役員
2010年 6 月 同社代表取締役社長兼CEO
2016年10月 同社代表取締役会長
2016年12月 M&Aキャピタルパートナーズ㈱取締役
2018年 3 月 東京建物㈱社外取締役(現任)
2018年 6 月 当社社外取締役(現任)
2019年12月 UNITED FOODS INTERNATIONAL ㈱社外

監査役(現任)
2020年 6 月 相鉄ホールディングス㈱社外取締役(現任)
2021年12月 ㈱三友システムアプレイザル社外取締役(現任)

0株

【重要な兼職の状況】
㈲オズ・コーポレーション代表取締役
東京建物㈱社外取締役
UNITED FOODS INTERNATIONAL㈱社外監査役
相鉄ホールディングス㈱社外取締役
㈱三友システムアプレイザル社外取締役
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
恩地祥光氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、ガバナンス体制の強化に資するこ
とが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
なお、在任期間は本総会終結の時をもって5年となります。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名

（生 年 月 日）
略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

8

の ま みきはる
野 間 幹 晴

（1974年11月6日生）
再任 社外

独立役員

2002年 4 月 横浜市立大学商学部専任講師
2003年10月 横浜市立大学商学部助教授
2004年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
2007年 4 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授
2016年 6 月 ㈱バンダイナムコホールディングス社外取締役
2019年 4 月 一橋大学大学院経営管理研究科教授(現任)
2019年 6 月 すてきナイスグループ㈱(現ナイス㈱)社外監査

役(現任)
2019年12月 ダーウィン・キャピタル・パートナーズ㈱社外

監査役(現任)
2021年 4 月 ㈱バンダイナムコエンターテインメント事業ア

ドバイザー
2021年 6 月 当社社外取締役(現任)
2022年 1 月 ㈱グッドコムアセット社外取締役(現任)

0株

【重要な兼職の状況】
一橋大学大学院経営管理研究科教授
ナイス㈱社外監査役
ダーウィン・キャピタル・パートナーズ㈱社外監査役
㈱グッドコムアセット社外取締役
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
野間幹晴氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、大学院
教授として財務・会計や企業価値評価に関する研究、教育活動を行っており、その専門的な学識・経
験等を活かし、企業価値向上に資することが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
なお、在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

（注）1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．「所有する当社の株式数」は2023年3月31日時点の株式数であります。
3．恩地祥光氏及び野間幹晴氏は、社外取締役候補者であります。当社は両氏を株式会社東京証券取引所に独立

役員として届け出ております。
4．恩地祥光氏及び野間幹晴氏は、当社定款に基づき、当社との間で法令に定める額を限度として損害賠償責任

を限定する責任限定契約を締結しており、両氏の選任が承認可決された場合、上記責任限定契約を継続する
予定であります。

5．当社は、各候補者との間で、会社法第430条の2第1項第1号に規定する費用及び同項第2号に規定する損失
に関する補償契約を締結する予定はございません。
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6．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、個人被保
険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がな
された場合に、被保険者が被る損害賠償金・訴訟費用の損害を当該保険契約により塡補することとしており
ます。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
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（ご参考）取締役のスキルセット分布
三津原 笠井 小柳 小城 藤本 井上 恩地 野間 畠山 東葭 原田

社外 社外 社外 社外

会社経営に
関する専門性

経営全般 ● ● ● ● ●

財務会計・金融 ● ● ● ● ● ● ●

法務・コンプライアンス ● ● ● ● ●

行政（医療・薬事含む） ● ● ● ●

サステナビリティ ● ● ● ● ●

IT・DX（開発） ● ● ●

経営のモニタリング・フィードバック ● ● ● ●

当社グループ業務に
関する知見

調剤薬局 ● ● ● ● ●

医薬品製造 ● ● ●

人材派遣・紹介 ● ● ● ●

M&A・店舗戦略 ● ● ● ● ● ●

リスク管理・コンプライアンス ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員

である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本決議は、松原香織氏の就任前に限り、監査等委員会の同意を得て行う取締役会の決議

により取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。
ふ り が な
氏 名

（生 年 月 日）
略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する
当社の株式数

まつばら か お り
松 原 香 織

（1982年11月6日生）

2008年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会)
2008年12月 田辺総合法律事務所入所
2013年 2 月 最高裁判所司法研修所所付(民事弁護)
2018年 1 月 田辺総合法律事務所パートナー(現任)

0株

【重要な兼職の状況】
弁護士
田辺総合法律事務所パートナー
【補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
松原香織氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高い見識を当
社の経営に活かしていただけることが期待されるため、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としまし
た。
（注）1．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．「所有する当社の株式数」は2023年3月31日時点の株式数であります。
3．松原香織氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏は株式会社東京証券取引所の定

めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合は、当社
は同氏を独立役員として届け出る予定であります。

4．松原香織氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、当社定款に基づき、当社との間で法令に定め
る額を限度として損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。

5．当社は、松原香織氏との間で、会社法第430条の2第1項第1号に規定する費用及び同項第2号に規定する損
失に関する補償契約を締結する予定はございません。

6．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、個人被保
険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がな
された場合に、被保険者が被る損害賠償金・訴訟費用の損害を当該保険契約により塡補することとしており
ます。松原香織氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、当該保険契約の被保険者に含められる
こととなります。
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第4号議案 役員賞与支給の件
当期業績に対する功労に報いるため、当期の利益、従来の役員賞与金の額、その他諸般の事情

を勘案し、当期末の監査等委員及び社外取締役を除く取締役7名に対し総額3,634万円の役員賞
与を支給いたしたいと存じます。
なお、各取締役に対する金額、支給時期等につきましては取締役会にご一任いただきたいと存

じます。
本議案は、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（その概要につきましては事

業報告「２.会社の現況(3)会社役員の状況④当事業年度に係る取締役の報酬等」をご参照くださ
い。）に沿って、事業年度毎の業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締
役に対し業績連動報酬として役員賞与を支給することを内容とするものであり、委員の過半数を
独立社外取締役とする指名・報酬委員会において多角的検討を行い妥当であるとの答申をいただ
いていることから、相当であると考えております。

以 上
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事 業 報 告
（2022

2023
年
年

4
3
月
月

1
31

日から
日まで）

１．企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度（2022年4月1日～2023年3月31日）における我が国経済は、新型コ

ロナウイルス感染症による影響が続く中、行動制限の緩和等により景気は持ち直しの動き
が見られました。しかしながら、海外景気の下振れや物価上昇等の影響に十分注意する必
要があり、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
このような経済情勢のもと、当社グループでは、「すべての人の『生きる』に向き合う」

を使命とするヘルスケアグループとして、感染防止対策を徹底し、良質な医療サービス及
び医薬品の提供に取り組んでおります。また、同時に全社を挙げたコスト抑制にも継続し
て取り組んでおります。
加えて、当社グループは、「社員が安全に、健康な状態でいきいきと働くことができる

職場づくり」を重要な経営のテーマと考え、社員・組織の健康度を高める活動を推進して
おります。2023年3月にはこれらの取り組みが評価され、2022年に続いて2回目となる、
経済産業省が定める「健康経営優良法人2023（大規模法人部門）」の認定を受けました。
同時に、当社グループの株式会社メディカルリソースと株式会社日本医薬総合研究所も
「健康経営優良法人2023」の認定を受けております。

調剤薬局事業においては、様々な企業とのアライアンスにより、当社のオンライン服薬
指導をより多くの患者さまにご利用いただくための取り組みを継続しており、オンライン
医療のさらなる普及に努めております。2023年1月には「LINE」の国内月間利用者数
9,300万人のユーザーベースを生かした医療事業を手掛けるLINEヘルスケア株式会社との
連携により、オンライン診療「LINEドクター」において初めてのオンライン服薬指導の提
供を開始し、LINEアプリ内で診療、服薬指導から処方薬の受け取りまでがワンストップで
行えるようになりました。また、JCOM株式会社が提供するオンライン診療サービス
「J:COMオンライン診療」に対応し、テレビを使ったオンライン服薬指導の提供も開始し
ております。これにより、患者さまはテレビを使った診療から服薬指導、処方薬の受け取
りまでをご自宅で完結することが可能となりました。さらに、全国で500ヵ所を超えるデ
イサービスを運営し、月間47,000名を超えるお客さまに介護サービスを提供している株
式会社ツクイと連携し、ツクイのデイサービスを利用するお客さまに対し、当社オンライ
ン薬局サービス「NiCOMS（ニコムス）」を用いたオンライン服薬指導サービスを2023
年3月より一部の店舗で提供開始いたしました。
医薬品製造販売事業においては、ジェネリック医薬品の品質管理と安定供給を最優先し

つつ、研究開発投資による新規薬価収載品を含む自社製造品の拡大及び生産性の向上に取
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299,392

6,589 6,767 3,705

313,318
7,586 7,682 4,458

■ 売上高（百万円） ■ 営業利益（百万円） ■ 経常利益（百万円） ■ 親会社株主に帰属
　  する当期純利益（百万円）

第42期 第43期 第42期 第43期 第42期 第43期 第42期 第43期

り組んでおります。安定供給に向けては、業界全体の供給不安や2021年の西日本物流セ
ンターの火災の影響等により、多くの販売品目について出荷調整を行っておりましたが、
安定供給体制が整った製品から順次通常出荷に戻しつつあります。2023年3月末時点で
の限定出荷品目数は164品目となっており、引き続き供給責任を果たすべく取り組みを進
めてまいります。
医療従事者派遣・紹介事業においては、医師紹介事業における新型コロナワクチン接種

関連需要が一段落した一方、新型コロナウイルス感染症の影響により減少していた主力で
ある薬剤師の派遣・紹介事業が引き続き回復傾向にあります。また産業医事業においても
需要が拡大しており、企業の健康経営への貢献をさらに推し進めてまいります。
引き続き当社グループは、患者さま・お客さまに安心してご利用いただくため、良質な

医療サービスの提供に努めてまいります。
以上の結果、当連結会計年度における経営成績は、売上高313,318百万円（前期比4.7

％増）、営業利益7,586百万円（同15.1％増）、経常利益7,682百万円（同13.5％増）、親
会社株主に帰属する当期純利益4,458百万円（同20.3％増）となりました。
引き続き当社グループは、患者さま・お客さまに安心してご利用いただくため、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大防止に全力で取り組み、良質な医療の提供を継続してまいりま
す。
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第43期

第43期第42期

265,624

第42期

13,009

280,164

14,666

■ 売上高（百万円）

■ 営業利益（百万円）

第43期

第43期第42期

44,836

第42期

△53

38,575

△1,392

■ 売上高（百万円）

■ 営業利益（百万円）

〔各事業のセグメント別概況〕
・調剤薬局事業
当連結会計年度の売上高は280,164百万円（前期比5.5％増）、営業

利益は14,666百万円（同12.7％増）となりました。
3月末時点での総店舗数は、同期間に38店舗の新規出店、17店舗の

閉店を行った結果、計718店舗となりました。
売上高及び営業利益につきましては、新型コロナウイルス感染症の

影響が継続しているものの、前年度の出店効果及び処方箋枚数の増加
等により増収増益となりました。なお、国が2023年度末までに全て
の都道府県で80％以上とすることを目標として掲げているジェネリッ
ク医薬品の数量ベース使用割合は、当社グループでは3月末時点で全
ての都道府県において80％を達成しており、全社平均では89.3％
（供給停止品目などを算出対象から除外して計算）に達しております。
また、在宅医療実施店舗の割合は97.2％（年間12件以上実施の店舗
割合）と順調に推移しております。

・医薬品製造販売事業
当連結会計年度の売上高は38,575百万円（前期比14.0％減）、営業

損失は1,392百万円（前期は53百万円の営業損失）となりました。
売上高及び営業損失につきましては、2019年以降の新規薬価収載

品は好調な販売を継続している一方、2022年4月の薬価改定に伴う既
存製品の販売価格の下落、2021年の西日本物流センターの火災に起
因する限定出荷品目の安定供給への対応及び研究開発に伴う費用増加
等により減収減益となりました。なお、当連結会計年度末での販売品
目数は、長生堂製薬を中心に販売品目の見直しを進めるとともに、
2022年6月及び12月に新規薬価収載品合計8品目を発売したことなど
により584品目（一般用医薬品2品目を含む）となりました。
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第43期

第43期第42期

6,991

第42期

576

8,063

758

■ 売上高（百万円）

■ 営業利益（百万円）

・医療従事者派遣・紹介事業
当連結会計年度の売上高は8,063百万円（前期比15.3％増）、営業

利益は758百万円（同31.5％増）となりました。
売上高及び営業利益につきましては、医師を中心とした新型コロナ

ワクチン接種関連売上が減少する一方、新型コロナウイルス感染症の
影響により減少していた薬剤師の派遣・紹介実績が前期を上回ったこ
と等により増収増益となりました。

② 資金調達の状況
調剤薬局事業における新規出店及び医薬品製造販売事業における設備投資並びに借入金

の借換えのため、当連結会計年度において13,500百万円の借入を実施しております。

③ 設備投資の状況
当連結会計年度中における設備投資の総額は、調剤薬局事業における出店費用及び医薬

品製造販売事業における設備投資を中心として、10,321百万円であります。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
当社は、2022年10月1日に100%子会社である有限会社仁生堂を当社に吸収合併して

おります。
⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社は、当連結会計年度において株式会社2社の株式を取得し、子会社といたしました。
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■ 1株当たり当期純利益（円）

■ 1株当たり純資産額（円）■ 純資産（百万円）■ 総資産（百万円）

■ 売上高（百万円） ■ 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）

第43期 第43期 第43期

第43期 第43期 第43期

第42期第40期 第41期

268,520 278,951 299,392

第42期第40期 第41期

6,697

3,538 3,705

第42期第40期 第41期

223.33

118.01 123.56

第42期第40期 第41期

185,551 186,262 178,753

第42期第40期 第41期

47,072 49,868 52,876

第42期第40期 第41期

1,569.77 1,663.01 1,763.34

313,318

4,458 148.92

185,297 56,483 1,888.17

（2）財産及び損益の状況

区 分 第 40 期
（2020年3月期）

第 41 期
（2021年3月期）

第 42 期
（2022年3月期）

第 43 期
（当連結会計年度）
（2023年3月期）

売 上 高（百万円） 268,520 278,951 299,392 313,318
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（百万円） 6,697 3,538 3,705 4,458

1株当たり当期純利益 （円） 223.33 118.01 123.56 148.92
総 資 産（百万円） 185,551 186,262 178,753 185,297
純 資 産（百万円） 47,072 49,868 52,876 56,483
1株当たり純資産額 （円） 1,569.77 1,663.01 1,763.34 1,888.17

（注）1．当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。1株当たり
当期純利益及び1株当たり純資産額につきましては、当該株式分割が第40期の期首に行われたと仮定
して算定しております。

2．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第42期の期首から適用
しており、第42期以降に係る数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっておりま
す。
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3. 各連結会計年度の主な変動要因は次のとおりであります。
第40期
調剤薬局事業は、65店舗を新規出店いたしました。高額な医薬品の処方増加やかかりつけ薬剤師・薬
局への取り組みなどにより増収となりました。また営業利益は増収による増益効果などにより9,785
百万円と増益となりました。医薬品製造販売事業は、新製品の好調な販売などにより増収となったも
のの、薬価改定の影響などにより営業利益は1,301百万円と減益となりました。医療従事者派遣・紹
介事業は、派遣需要の減少などにより減収となったものの、収益性の高い紹介事業が拡大したことな
どにより営業利益は1,851百万円と増益となりました。結果として、親会社株主に帰属する当期純利
益は6,697百万円となり、前期比76.7%の増益となりました。

第41期
調剤薬局事業は、29店舗を新規出店いたしました。新型コロナウイルス感染症の影響による処方箋
枚数の減少が継続したものの、前年度の出店効果や長期処方の増加による処方箋単価の上昇、並びに
全社を挙げた継続的なコスト削減施策の実施により増収、営業利益は10,585百万円と増益となりま
した。医薬品製造販売事業は、2020年4月の薬価改定に伴う既存製品の販売価格の下落があった一
方、2019年12月、2020年6月及び2020年12月の新規薬価収載品の好調な販売等により増収となり
ました。営業利益は、新規薬価収載品を含む自社製造品目の販売拡大に伴う利益率の改善等により、
2,350百万円と増益となりました。医療従事者派遣・紹介事業は、新型コロナウイルス感染症の影響
による一層の派遣抑制が継続したことにより減収となりました。営業利益につきましては、薬剤師派
遣事業における減収の影響が大きく712百万円と減益となりました。結果として、親会社株主に帰属
する当期純利益は3,538百万円となり、前期比47.2%の減益となりました。

第42期
調剤薬局事業は、40店舗を新規出店いたしました。新型コロナウイルス感染症の影響が継続したも
のの、前年度の出店効果及び処方箋枚数の増加等により増収、営業利益は13,009百万円と増益とな
りました。医薬品製造販売事業は、2019年以降の新規薬価収載品の販売が好調であった一方、2021
年4月の薬価改定に伴う既存製品の販売価格の下落があったこと等により減収となりました。営業利
益につきましては、コスト削減の取り組みに加え、収益性を重視した販売方針、及び新規薬価収載品
を含む自社製造品目の販売拡大は継続しているものの、長生堂製薬における品質問題を原因とする不
良資産処理による一時的な損失を計上したこと等により減益となりました。医療従事者派遣・紹介事
業は、新型コロナウイルス感染症の影響により薬剤師派遣の需要が減少し減収となりました。営業利
益につきましては、薬剤師派遣・紹介が縮小した影響等により576百万円と減益となりました。結果
として、親会社株主に帰属する当期純利益は3,705百万円となり、前期比4.7%の増益となりました。

第43期
当連結会計年度につきましては、「（1）当連結会計年度の事業の状況①事業の経過及び成果」に記載

のとおりであります。
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（3）重要な子会社の状況
会社名 資本金 当社の

議決権比率 主要な事業内容

株式会社メディカルリソース 93百万円 100％ 医療従事者派遣・紹介事業
日本ジェネリック株式会社 1,255百万円 100％ 医薬品製造販売事業
株式会社日本医薬総合研究所 100百万円 100％ 情報提供・コンサルティング事業
長生堂製薬株式会社 340百万円 （100％） 医薬品製造販売事業
（注）議決権比率の（ ）は、間接所有となっております。

（4）対処すべき課題
当社グループが主に事業を行う調剤薬局業界においては、対人業務への評価に重点を置い

た診療報酬改定への対応や医療のデジタルトランスフォーメーションへの取り組み拡大、オ
ンライン医療における規制緩和、リフィル処方箋制度や電子処方箋制度の開始など激しい変
化への対応力が求められております。当社グループでは、これまで電子お薬手帳「お薬手帳
プラス」を活用した服薬情報の一元管理や、患者さまに応じた服薬指導の実施、医療機関連
携、調剤後の相談・フォローの充実といった対人業務へ積極的に取り組むとともに、自社開
発の日本調剤オンライン薬局サービス「NiCOMS」によるオンライン医療の普及拡大や電
子処方箋制度への対応等にもいち早く取り組みを行ってまいりました。加えて、患者さまに
さらなる良質な医療サービスを提供すべく、業界に先駆けて数多くの専門医療機関連携薬
局・地域連携薬局としての認定を取得しており、地域の医療機関連携や高度医療のハブとな
る薬局店舗作りと高い専門性を有する薬剤師の育成に注力してまいります。
その一方で、大きく変化する事業環境を成長機会と捉えて、今後需要の拡大が見込まれて

いるオンライン医療、在宅医療、がん及び希少疾病等のスペシャリティ医薬品の対応につい
ては、積極的な成長投資を行っております。すでに、自社開発のお薬手帳アプリ「お薬手帳
プラス」と日本調剤オンライン薬局サービス「NiCOMS」によるオンライン医療提供体制
の構築、在宅医療を中心に取り扱う在宅支援センターの拡大、高度医療の拠点病院の門前・
敷地内への薬局出店を行ってまいりました。2024年3月期においては、スペシャリティ医
薬品等高度医療や在宅医療等の拠点となる35店舗の新規出店等を予定しております。
医薬品製造販売事業においては、2021年4月より、これまで隔年で行われていた薬価改定

が毎年改定となり、薬局・医薬品業界を取り巻く経営環境はより厳しいものとなっておりま
すが、ジェネリック医薬品メーカーの品質問題等に起因する安定供給問題の解決に向けて、
業界一体となった品質管理及び安定供給への取り組みを行っております。当社グループで
も、品質管理と安定供給を経営の最優先事項として、高品質なジェネリック医薬品の安定供
給に全力で取り組んでおり、2024年3月期においても、製造販売品目の限定出荷解除をさ
らに推し進めてまいります。また、当社グループの強みであるグループシナジーの発揮に加
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え、研究開発投資による新規薬価収載品を含む自社製造品目の拡大及び収益力向上にも注力
してまいります。
医療従事者派遣・紹介事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響により減少して

いた薬剤師の派遣紹介需要が回復傾向にあり、全国の医療機関からの需要に応えらえるよう
薬剤師事業の拡大を推し進めてまいります。また、近年実績を伸ばしている医師事業につい
ては、新型コロナワクチン接種関連需要が一服する中、さらなる業績拡大に向けた取り組み
を実施するとともに、産業医事業についても、全国展開を進めてまいります。
加えて、当社グループでは2018年に長期ビジョン～2030年に向けて～を公開し、ビジョ

ン実現に向けた歩みを進めてまいりましたが、長期ビジョン策定時の想定から大きく変化す
る経営環境への対応や、プライム市場への移行、コーポレートガバナンスの強化、サステナ
ビリティ経営の推進といったステークホルダーからの期待に応えるため、経営戦略の見直し
と新たな長期ビジョンの策定を行うことを決定いたしました。2022年4月に公開した新し
いグループ理念を中心に、当社グループの事業環境に即した成長戦略やプライム上場企業に
相応しいコーポレートガバナンス、時代に応じた財務戦略等幅広い経営課題を踏まえた新し
い長期ビジョンの公開を目指してまいります。また、長期ビジョンを達成するための中期的
な経営計画の公開も行うことで、当社グループの目指すべき方向性とその実現に向けた経営
戦略をお示しする予定です。
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（5）主要な事業内容（2023年3月31日現在）
区 分 事 業 の 内 容

調 剤 薬 局 事 業 調剤薬局の経営
医 薬 品 製 造 販 売 事 業 ジェネリック医薬品の製造及び販売

医 療 従 事 者 派 遣 ・ 紹 介 事 業
薬剤師の派遣及び有料職業紹介
医師の有料職業紹介
看護師の派遣及び有料職業紹介
産業医業務の提供

情報提供・コンサルティング事業
医薬情報の提供・研究・調査
広告媒体ビジネス
製薬企業・医療機関等へのコンサルティング

（6）主要な事業所（2023年3月31日現在）
① 調剤薬局事業

日 本 調 剤 株 式 会 社 本社（東京都千代田区）

出店地域 当社店舗数 調剤子会社店舗数 グループ店舗総数
北 海 道 48 0 48
東 北 52 0 52
関 東 甲 信 越 392 7 399
東 海 60 0 60
関 西 ・ 北 陸 84 0 84
中 国 ・ 四 国 38 0 38
九 州 37 0 37

合計 711 7 718
（注）調剤子会社とは、合同会社水野、有限会社群大前薬局、株式会社ウッドビレッジ、株式会社医療システム

研究所の4社であります。
② 医薬品製造販売事業

日 本 ジ ェ ネ リ ッ ク 株 式 会 社 本社（東京都千代田区）
長 生 堂 製 薬 株 式 会 社 本社（徳島県徳島市）

③ 医療従事者派遣・紹介事業
株 式 会 社 メ デ ィ カ ル リ ソ ー ス 本社（東京都千代田区）

④ 情報提供・コンサルティング事業
株 式 会 社 日 本 医 薬 総 合 研 究 所 本社（東京都千代田区）
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（7）使用人の状況（2023年3月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

区 分 使用人数 前期比増減
調剤薬局事業 4,250名 55名増
医薬品製造販売事業 778名 17名増
医療従事者派遣・紹介事業 270名 15名増
全社（共通） 391名 50名増

合計 5,689名 137名増
（注）1．使用人数は就業人員であり、臨時雇員（準社員、パートタイマー等）は含まれておりません。

2．出向者は、出向先の各区分の使用人数に含まれております。
3．全社（共通）の使用人数は、特定の事業区分に帰属しない本社部門の就業人員数であります。

② 当社の使用人の状況
区 分 使用人数

（内薬剤師）
前期比増減
（内薬剤師） 平均年齢 平均勤続年数

合計又
は平均

4,587名
（3,067名）

129名増
（116名増） 35.2歳 7.3年

（注）1．使用人数は就業人員であり、臨時雇員（準社員、パートタイマー等）は含まれておりません。
2．平均年齢及び平均勤続年数は、正社員に関するものであります。

（8）主要な借入先の状況（2023年3月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 5,690百万円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 5,200百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 5,090百万円
株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行 4,055百万円
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 2,600百万円

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の現況
（1）株式の状況（2023年3月31日現在）

① 発行可能株式総数 88,384,000株
② 発行済株式の総数 32,048,000株（自己株式2,061,495株を含む）
③ 株主数 11,801名（うち単元株主数10,465名）
④ 単元株式数 100株
⑤ 大株主（上位10名）

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）
三 津 原 庸 介 6,640,000 22.14
三 津 原 博 4,800,000 16.01
株 式 会 社 三 津 原 興 産 3,600,000 12.01
合 同 会 社 マ ッ ク ス プ ラ ン ニ ン グ 2,240,000 7.47
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,360,300 4.54
日 本 調 剤 従 業 員 持 株 会 967,900 3.23
三 津 原 陽 子 800,000 2.67
姚 恵 子 538,600 1.80
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 400,000 1.33
I N T E R A C T I V E B R O K E R S L L C 150,700 0.50

（注）持株比率は自己株式（2,061,495株）を控除して計算しております。

（2）新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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（3）会社役員の状況
① 取締役の状況（2023年3月31日現在）
会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 三 津 原 庸 介

社長執行役員
経営全般
経営企画・DX戦略担当
日本ジェネリック㈱代表取締役会長
㈱日本医薬総合研究所取締役会長
㈱メディカルリソース取締役会長

常 務 取 締 役 笠 井 直 人
常務執行役員
営業統括・開発・企業情報・広報・サステナビリティ
統括担当

取 締 役 宮 田 徳 昭
上席執行役員
営業推進部長
営業推進・MC面対応営業担当

取 締 役 小 柳 利 幸

上席執行役員
薬剤本部長
薬剤管理・推進・教育情報・ジェネリック推進・
購買・在宅医療・ヘルスケア推進・マーケティング・
薬剤企画・品質管理・医療戦略企画・支店管理・シス
テム・医療連携推進・事業開発担当

取 締 役 小 城 和 紀

上席執行役員
財務部長
経理・財務・関係会社担当
長生堂製薬㈱代表取締役社長
日本ジェネリック㈱取締役

取 締 役 藤 本 佳 久

上席執行役員
管理本部長
総務・人事・薬事採用センター・民間医療保険・リス
ク管理・コンプライアンス統括担当
CSO

取 締 役 増 原 慶 壮
上席執行役員
FINDAT事業部長
FINDAT事業担当

取 締 役 恩 地 祥 光

㈲オズ・コーポレーション代表取締役
東京建物㈱社外取締役
UNITED FOODS INTERNATIONAL㈱社外監査役
相鉄ホールディングス㈱社外取締役
㈱三友システムアプレイザル社外取締役

取 締 役 野 間 幹 晴

一橋大学大学院経営管理研究科教授
ナイス㈱社外監査役
ダーウィン・キャピタル・パートナーズ㈱社外監査役
㈱バンダイナムコエンターテインメント事業アドバイザー
㈱グッドコムアセット社外取締役
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会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取締役（監査等委員・常勤） 畠 山 信 之
日本ジェネリック㈱監査役
㈱メディカルリソース監査役
㈱日本医薬総合研究所監査役
長生堂製薬㈱監査役

取締役（監査等委員） 東 葭 新

公認会計士・税理士
一般社団法人成蹊会監事
ジャパン・プライベート・リート投資法人補欠監督役員
SMC㈱社外監査役
東京税理士会玉川支部監事

取締役（監査等委員） 原 田 史 緒
四季の風総合法律事務所弁護士
東京地方裁判所民事調停委員
わらべや日洋ホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)

（注）1．事業年度中に退任した取締役
退 任 時 の 会 社
に お け る 地 位 氏 名 退 任 時 の 担 当 及 び

重 要 な 兼 職 の 状 況 退 任 日

常 務 取 締 役 深 井 克 彦 医療連携推進・事業開発担当 2022年6月23日

取締役（監査等委員） 卜 部 忠 史 弁護士
明哲綜合法律事務所パートナー 2022年6月23日

なお、深井克彦氏、卜部忠史氏は、任期満了による退任であります。
2．取締役恩地祥光氏、野間幹晴氏、監査等委員である取締役東葭新氏及び原田史緒氏は、社外取締役で

あり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3．監査等委員である取締役東葭新氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

おります。
・監査等委員である取締役東葭新氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。

4．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機
能を強化するために畠山信之氏を常勤の監査等委員として選定しております。
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5．取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
役 名 氏 名 職 名

常 務 執 行 役 員 鎌 田 良 樹 財務・経理本部長
経理・財務担当

常 務 執 行 役 員 深 井 克 彦 医療連携推進担当

執 行 役 員 小 林 佳 一 営業統括部長
営業統括・企業情報担当

執 行 役 員 竹 内 千 束 薬剤管理部長
薬剤管理・教育情報・品質管理担当

執 行 役 員 東 條 祐 弘 経営企画部長兼DⅩ戦略室長

執 行 役 員 加 茂 薫 マーケティング・薬剤企画・事業開発担当

執 行 役 員 中 嶋 聡 ジェネリック推進部長兼購買部長

執 行 役 員 栗 原 邦 彦 システム本部長
システム担当

執 行 役 員 大 内 健 人事部長

執 行 役 員 御 手 洗 貴 幸 北関東支店長

執 行 役 員 大 泉 宏 関西支店長
執行役員の任期は、「就任後１年以内に終了する事業年度の末日まで」としておりましたが、これを

「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に開催され
る取締役会の終結の時まで」に改定しております。

② 責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役及び監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同

法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額を限度としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結し、個人被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、保険期間中
に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金・訴訟費
用の損害を当該保険契約により塡補することとしております。ただし、法令違反を認識し
て行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
当該保険契約の被保険者は、当社、当社の会社法上の子会社並びに当社及び子会社の取

締役、監査役、執行役員、管理職・監督者の地位にある従業員等及びその相続人等であり
ます。また、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
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④ 当事業年度に係る取締役の報酬等
イ．取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
・決定方針の決定方法
当社の取締役会は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議・

答申を踏まえ、取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下「決定
方針」という。）を決議しております。

・決定方針の内容の概要
決定方針の内容の概要は、以下のとおりです。
a.基本方針
当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及

び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに
相応しいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役・執行役員の報酬は、基本
報酬、業績連動報酬及び株式報酬（株式交付信託）により構成し、監督機能を担う社
外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
また、株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべ

く、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるも
のとする。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、取締役・執行

役員共通の基本給テーブルで定める金額に、役位、役割に応じた役位手当、役割手当
を加算して決定し、毎月一定の時期に支給する。基本給テーブルは取締役・執行役員
毎に設定し、毎年の評価や在任年数等に応じて、適宜、見直しを図るものとする。
c.業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条
件の決定に関する方針
事業年度毎の業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役・

執行役員に対し、賞与として、以下の方式に基づき算出される金銭を、毎年、当該事
業年度の定時株主総会終了後の一定の時期に支給する。

（1）取締役
連結経常利益を基礎とするプロフィット・シェア方式並びに連結売上高・連結営業

利益及び役員毎の評価を基礎とするターゲット方式
（2）執行役員

連結売上高・連結営業利益及び役員毎の評価を基礎とするターゲット方式
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d.株式報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方
針
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献

意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役・執行役員に対し、株式交付信託制度に
基づく株式等を退任後の一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役位に応じ
て付与される年間株式交付ポイントの累計ポイント相当とする。
e.基本報酬の額、業績連動報酬の額、及び株式報酬の額の取締役・執行役員の個人別
の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、役割、当社と同程

度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。
f.取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
全ての取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）・執行役員の報酬

は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、
取締役会の決議により決定する。

・当該事業年度に係る取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うもの
であると取締役会が判断した理由
取締役・執行役員の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が

決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその
答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

ロ．取締役・執行役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の

固定報酬総額の最高限度額については、2022年6月23日開催の第42期定時株主総会に
おいて、取締役(監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額（1事業年度あたり
の金額）10億円以内（うち社外取締役5,000万円以内）、監査等委員である取締役の報
酬額を年額（1事業年度あたりの金額）5,000万円以内と決議しており、当該決議時の
取締役の員数は9名（うち社外取締役2名）、監査等委員である取締役は3名でした。ま
た、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしており
ます。
当社は、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）

及び執行役員（国内非居住者を除く。）（以下「取締役等」という。）を対象とした株式
報酬のために当社が拠出する金員の上限及び取締役に付与されるポイントの上限につい
ては、2022年6月23日開催の第42期定時株主総会において、上記の固定報酬総額の最
高限度額とは別枠で、連続する3事業年度ごとに1億2,600万円、1事業年度あたり
41,000ポイント（当社株式41,000株相当）の範囲内と決議いただいており、当該決議
時の取締役等の員数は18名（うち取締役を兼務しない執行役員は11名）でした。
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ハ．取締役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数

(人)固定報酬 役員賞与 株式報酬
（BIP信託）

取締役(監査等委員であ
る取締役を除く。)
(うち社外取締役)

271
(20)

218
(20)

38
(－)

14
(－)

10
(2)

監査等委員である取締役
(うち社外取締役)

28
(14)

28
(14)

－
(－)

－
(－)

4
(3)

計 300
(35)

247
(35)

38
(－)

14
(－)

14
(5)

（注）1．当社は、事業年度毎の業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し業績
連動報酬として役員賞与を支給しております。業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指
標の内容は、連結経常利益、連結売上高及び連結営業利益であり、業績連動報酬の算定方法は、連結
経常利益を基礎とするプロフィット・シェア方式並びに連結売上高・連結営業利益及び役員毎の評価
を基礎とするターゲット方式としております。当該指標を選定した理由は、連結売上高は会社の規模
や成長状況を、連結営業利益及び連結経常利益は経営全般の成績を示す数値であるためであります。
当事業年度の連結経常利益、連結売上高及び連結営業利益は、1．(1)①事業の経過及び成果に記載の
とおりです。

2．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3．当社は、株式報酬制度（BIP信託）を導入しております。株式報酬に関しては、役員信託BIP信託に関

して、当事業年度中に費用計上した金額を記載しております。

⑤ 社外役員に関する事項
イ．重要な兼職先と当社との関係
・取締役恩地祥光氏は、㈲オズ・コーポレーション代表取締役、東京建物㈱社外取締
役、UNITED FOODS INTERNATIONAL㈱社外監査役、相鉄ホールディングス㈱社
外取締役、㈱三友システムアプレイザル社外取締役を兼務しております。兼職先と当
社との間には、特別の関係はありません。

・取締役野間幹晴氏は、一橋大学大学院経営管理研究科教授、ナイス㈱社外監査役、ダ
ーウィン・キャピタル・パートナーズ㈱社外監査役、㈱バンダイナムコエンターテイ
ンメント事業アドバイザー、㈱グッドコムアセット社外取締役を兼務しております。
兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）東葭新氏は、一般社団法人成蹊会監事、ジャパン・プライベー
ト・リート投資法人補欠監督役員、SMC㈱社外監査役、東京税理士会玉川支部監事
を兼務しております。兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。

2023年05月18日 18時36分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

事
業
報
告

― 34 ―

・取締役（監査等委員）原田史緒氏は、四季の風総合法律事務所弁護士、東京地方裁判
所民事調停委員、わらべや日洋ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）を兼務
しております。兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。

ロ．会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員との親族関係
・該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況
区分 氏名 主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

社 外 取 締 役 恩 地 祥 光

当事業年度開催の取締役会15回のうち15回出席し、必要に
応じ当社が期待する企業経営者としての経験に基づいた専門
的見地から適宜発言を行っております。また、当社の取締役
の指名・報酬等を審議する指名・報酬委員会の委員を務め、
当事業年度開催の委員会全てに出席し、独立した客観的立場
から、経営陣の監督に努めております。

社 外 取 締 役 野 間 幹 晴

当事業年度開催の取締役会15回のうち15回出席し、必要に
応じ当社が期待する大学院教授としての経験に基づいた専門
的見地から適宜発言を行っております。また、当社の取締役
の指名・報酬等を審議する指名・報酬委員会の委員を務め、
当事業年度開催の委員会全てに出席し、独立した客観的立場
から、経営陣の監督に努めております。

社 外 取 締 役
（監 査 等 委 員） 東 葭 新

当事業年度開催の取締役会15回のうち、監査等委員として
15回出席し、当社が期待する公認会計士及び税理士としての
専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。ま
た、当社の取締役の指名・報酬等を審議する指名・報酬委員
会の委員を務め、当事業年度開催の委員会全てに出席し、独
立した客観的立場から、経営陣の監督に努めております。さ
らに、当事業年度開催の監査等委員会15回のうち15回出席
し、主に経理システム並びに内部監査について適宜発言を行
っております。

社 外 取 締 役
（監 査 等 委 員） 原 田 史 緒

社外取締役就任後開催の取締役会10回のうち、監査等委員と
して9回出席し、当社が期待する弁護士として法律に関する
専門的な知識と経験から、取締役会において、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており
ます。また、当社の取締役の指名・報酬等を審議する指名・
報酬委員会の委員を務め、社外取締役就任後開催の委員会全
てに出席し、独立した客観的立場から、経営陣の監督に努め
ております。さらに、社外取締役就任後開催の監査等委員会
10回のうち、10回出席し、監査結果についての意見交換等、
専門的見地から適宜発言を行っております。
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（4）会計監査人の状況
① 名称 有限責任監査法人トーマツ
② 報酬等の額

支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 54百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 62百万円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。また、当該金額について監査等委員会は、監査計画、
監査内容、監査に要する工数が適切な会計監査を実施するうえで相当か否か及び報酬水準が従来の実績値
及び監査法人の一般的水準に比して高額でないかという観点から検討し、会計監査人の報酬に関する代表
取締役の決定は妥当であると認め、これに同意しました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断

した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に
基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当す

ると認められ、改善の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき、
会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後
最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いた
します。
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（5）業務の適正を確保するための体制及びその運用状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業

務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
１．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法令上保存を義務付けられている文書、議事録、稟議書、契約書及び重要な
情報の保存並びに管理に関する事項を、別途定める文書管理規程に従って管理するもの
とし、取締役及び内部監査部門は、業務の必要に応じこれらの書類を自由に閲覧できる
ものとする。

２．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社グループは、部門毎に個別のリスクを把握、管理し、別途定める規程、マニュア
ル等により、リスクの現実化を予防するとともに、リスクが現実化した場合は、担当
する取締役の責任と権限において即座に対処するものとする。

②社長直属の内部監査室が、定期的に、当社グループの各部門のリスク管理の状況を監
査し、想定されたリスクに遺漏がないか、リスクの管理方法等が適切かどうかをレビ
ューし、必要な指示を行うものとする。

３．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、3事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画
を具体化するため、グループ全体の重点経営目標及び予算配分等を定めるものとす
る。

②当社グループは、別途定める職務権限規程によって、業務毎に決裁レベルを規定する
ことにより、効率的に決裁が行われる体制を整備するとともに、別途定める業務分掌
規程によって、部門毎に業務内容を明確に規定することにより、業務の効率性を図る
ものとする。

③別途定める予算管理規程によって予算管理を行うことにより、経営効率の向上を図る
とともに、IT（情報技術）化を進めることにより、業務の効率性を図るものとする。
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４．当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
①当社グループは、取締役会を毎月及び必要があるときは随時開催することで、取締役
間相互の監視・監督機能を確保し、もって取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するものとする。

②当社グループは、別途定める個別規程及びマニュアル等によって、各業務の手順や遵
守すべき事項等を規定することにより、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するものとする。

③社長直属の内部監査室が、定期的に、当社グループの使用人の法令及び定款適合性の
状況を監査し、必要な指示を行うものとする。

④当社グループにおいては、各子会社に、規模や業態等に応じて、適正数の監査役やコ
ンプライアンス推進委員を配置するものとする。

⑤当社グループは、当社グループの役員・従業員等が当社コンプライアンス担当部門に
対して直接通報を行うことができる日本調剤ホットラインを整備するものとする。

⑥当社は、取締役会の諮問機関として、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指
名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・
透明性・客観性を強化する。

５．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を義務づけ

るとともに、重要事項についての事前協議を義務づけるものとする。

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
①監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、
内部監査部門を中心に人選を行い、補助使用人を置くものとする。

②補助使用人の人数、職位等については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役
とが協議して決定するものとする。

７．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取
締役を除く。）からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保
に関する事項
①当社が補助使用人を置いた場合、当該補助使用人の異動、懲戒及び解雇については、
監査等委員会の事前の同意を必要とする。

②補助使用人の人事考課は、監査等委員会の評価に基づき、常勤の監査等委員が行うも
のとする。
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③補助使用人は、監査等委員会の職務を補助する際は、もっぱら監査等委員会の指揮命
令に従うものとする。

④当社は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力するものと
する。

８．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするた
めの体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
①当社は、取締役会を毎月及び必要があるときは随時開催するものとし、かつ取締役会
には取締役全員の参加を原則とすることにより、業務執行取締役が担当する業務の執
行状況等が定期的に報告される体制を確保するものとする。

②取締役及び使用人が、監査等委員会からその業務執行に関する事項の報告（必要な事
項の調査及び必要な資料の写しの提出を含む。）を求められた場合、速やかに当該事
項につき報告を行うものとする。

９．子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査
等委員会に報告をするための体制
①当社グループの役職員は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項について報
告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。

②当社グループの役職員は、法令違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及
ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対
して報告を行うものとする。

10．監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな
いことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をし

たことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員・
従業員に周知徹底するものとする。

11．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について
生ずる費用の前払又はその償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は
債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2

第4項に基づく費用の前払等を請求したときは、担当部署において審議のうえ、当該請
求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合
を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
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12．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門と連携して随時情報交換することによ

って、迅速かつ的確に問題点を把握し、もって監査の実効性を確保するものとする。

当期における運用状況の概要は以下のとおりであります。
①当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するために、「企業行動憲章」「日本
調剤グループ倫理行動指針」「コンプライアンス基本規程」「コンプライアンス推進規
程」「リスク管理規程」等を整備し、社内イントラネット等を通じて当社グループ各
社が遵守すべき基本事項につき周知徹底を図っています。

②コンプライアンス及びリスク管理に関する取り組みとして、リスク管理委員会、コン
プライアンス推進委員会を年4回開催し、各分野における諸施策の推進及び情報の共
有化を図りました。

③内部通報制度であるホットラインにつきましては、「内部通報制度運用規程」に基づ
き、当社グループ各社において社内外の通報窓口を設置し、継続的に運用するととも
に、通報者に対する通報を理由とする不利益取扱い、範囲外共有及び通報者探索を禁
止することで通報者の保護を図っています。

④災害・事故等の発生時に当社グループの事業の継続を図るため、事業継続計画
（BCP）を策定し、社内イントラネット等を通じて周知徹底を図っています。

⑤監査等委員会の職務を補助する補助使用人5名を監査等委員会の要請に基づき配置し、
監査体制の強化を図りました。

（6）会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につ

いては、特に定めておりません。

（7）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして捉えており、成長性を

確保するための内部留保も十分に考慮しながらも、各期の経営成績に連動した形で最大限株
主の皆様に対して利益還元を図っていくことを基本方針としております。また、当社は中間
配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としております。内部留保資金の使途
といたしましては、中長期的な事業拡大の原資として利用することとしております。

2023年05月18日 18時36分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告
書

連
結
計
算
書
類

― 40 ―

連 結 貸 借 対 照 表
（2023年3月31日現在）

（単位：百万円）
科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）
流 動 資 産 85,720 流 動 負 債 77,050

現 金 及 び 預 金 23,770 買 掛 金 47,916
受 取 手 形 70 電 子 記 録 債 務 1,476
売 掛金及び契約資産 21,246 短 期 借 入 金 2,000
電 子 記 録 債 権 437 1年内返済予定の長期借入金 10,390
商 品 及 び 製 品 28,416 リ ー ス 債 務 143
仕 掛 品 1,742 未 払 法 人 税 等 2,640
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 6,021 賞 与 引 当 金 3,892
そ の 他 4,022 役 員 賞 与 引 当 金 68
貸 倒 引 当 金 △6 資 産 除 去 債 務 20

固 定 資 産 99,576 そ の 他 8,502
有 形 固 定 資 産 61,435 固 定 負 債 51,763
建 物 及 び 構 築 物 28,361 長 期 借 入 金 44,640
機 械装置及び運搬具 13,305 リ ー ス 債 務 953
土 地 13,377 役 員退職慰労引当金 79
リ ー ス 資 産 907 退職給付に係る負債 2,464
建 設 仮 勘 定 1,828 資 産 除 去 債 務 1,485
そ の 他 3,655 そ の 他 2,140

無 形 固 定 資 産 19,573 負 債 合 計 128,814
の れ ん 14,195 （純資産の部）
そ の 他 5,377 株 主 資 本 56,495

投 資 そ の 他 の 資 産 18,568 資 本 金 3,953
投 資 有 価 証 券 16 資 本 剰 余 金 10,926
長 期 貸 付 金 3,786 利 益 剰 余 金 45,216
敷 金 及 び 保 証 金 9,160 自 己 株 式 △3,600
繰 延 税 金 資 産 4,402 その他の包括利益累計額 △12
そ の 他 1,202 退職給付に係る調整累計額 △12

純 資 産 合 計 56,483
資 産 合 計 185,297 負 債 ・ 純 資 産 合 計 185,297
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連 結 損 益 計 算 書
（ 2022

2023
年
年

4
3
月
月

1
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 313,318
売 上 原 価 259,674

売 上 総 利 益 53,643
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 46,057

営 業 利 益 7,586
営 業 外 収 益

受 取 手 数 料 41
受 取 賃 貸 料 593
受 取 補 償 金 114
受 取 保 険 金 64
補 助 金 収 入 81
そ の 他 235 1,130

営 業 外 費 用
支 払 利 息 266
支 払 賃 借 料 442
固 定 資 産 除 却 損 80
そ の 他 244 1,033
経 常 利 益 7,682

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1,214
受 取 補 償 金 1,573 2,787

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 52
減 損 損 失 2,574 2,627
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 7,843
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,992
法 人 税 等 調 整 額 △608 3,384
当 期 純 利 益 4,458

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,458
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連結株主資本等変動計算書
（ 2022

2023
年
年

4
3
月
月

1
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
2022 年 4 月 1 日 残 高 3,953 10,926 41,507 △3,500 52,887
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △749 △749
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,458 4,458

自 己 株 式 の 取 得 △100 △100
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 3,709 △100 3,608
2023 年 3 月 31 日 残 高 3,953 10,926 45,216 △3,600 56,495

その他の包括利益累計額
純資産合計退職給付に係る

調整累計額
その他の包括
利益累計額合計

2022 年 4 月 1 日 残 高 △10 △10 52,876
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △749
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 4,458

自 己 株 式 の 取 得 △100
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △2 △2 △2

連結会計年度中の変動額合計 △2 △2 3,606
2023 年 3 月 31 日 残 高 △12 △12 56,483
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貸 借 対 照 表
（2023年3月31日現在）

（単位：百万円）
科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）
流 動 資 産 58,101 流 動 負 債 66,145

現 金 及 び 預 金 19,143 買 掛 金 43,162
売 掛金及び契約資産 12,463 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,109
商 品 12,211 1年内返済予定の長期借入金 9,458
関 係会社短期貸付金 10,832 リ ー ス 債 務 141
前 払 費 用 1,266 未 払 金 3,367
そ の 他 2,191 未 払 費 用 1,258
貸 倒 引 当 金 △6 未 払 法 人 税 等 2,074

固 定 資 産 90,171 預 り 金 170
有 形 固 定 資 産 24,018 前 受 収 益 45
建 物 10,505 賞 与 引 当 金 3,176
構 築 物 664 役 員 賞 与 引 当 金 68
船 舶 0 資 産 除 去 債 務 20
車 両 運 搬 具 1 そ の 他 94
工 具、 器 具 及 び 備 品 2,737 固 定 負 債 40,599
土 地 7,932 長 期 借 入 金 34,572
リ ー ス 資 産 901 リ ー ス 債 務 949
建 設 仮 勘 定 1,274 退 職 給 付 引 当 金 1,647

無 形 固 定 資 産 16,287 資 産 除 去 債 務 1,434
借 地 権 719 そ の 他 1,996
ソ フ ト ウ エ ア 945 負 債 合 計 106,745
の れ ん 11,552 （純資産の部）
そ の 他 3,070 株 主 資 本 41,528

投 資 そ の 他 の 資 産 49,865 資 本 金 3,953
投 資 有 価 証 券 13 資 本 剰 余 金 10,926
関 係 会 社 株 式 5,032 資 本 準 備 金 4,754
関 係 会 社 出 資 金 1,513 そ の 他 資 本 剰 余 金 6,172
長 期 貸 付 金 3,786 利 益 剰 余 金 30,248
関係会社長期貸付金 27,071 利 益 準 備 金 20
長 期 前 払 費 用 797 そ の 他 利 益 剰 余 金 30,228
敷 金 及 び 保 証 金 9,078 別 途 積 立 金 130
繰 延 税 金 資 産 3,372 繰 越 利 益 剰 余 金 30,098
そ の 他 210 自 己 株 式 △3,600
貸 倒 引 当 金 △1,010 純 資 産 合 計 41,528

資 産 合 計 148,273 負 債 ・ 純 資 産 合 計 148,273
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損 益 計 算 書
（ 2022

2023
年
年

4
3
月
月

1
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 275,304
売 上 原 価 231,331

売 上 総 利 益 43,973
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 36,053

営 業 利 益 7,919
営 業 外 収 益

受 取 利 息 113
受 取 配 当 金 372
受 取 手 数 料 40
受 取 賃 貸 料 565
受 取 保 険 金 27
補 助 金 収 入 79
業 務 受 託 料 15
受 取 補 償 金 114
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 120
そ の 他 199 1,647

営 業 外 費 用
支 払 利 息 201
支 払 賃 借 料 442
固 定 資 産 除 却 損 74
そ の 他 217 935
経 常 利 益 8,630

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 66 66

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 1
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 損 49
減 損 損 失 2,463 2,513
税 引 前 当 期 純 利 益 6,183
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,823
法 人 税 等 調 整 額 △794 3,029
当 期 純 利 益 3,154
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株主資本等変動計算書
（ 2022

2023
年
年

4
3
月
月

1
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

2022 年 4 月 1 日 残高 3,953 4,754 6,172 10,926 20 130 27,694 27,844

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △749 △749

当 期 純 利 益 3,154 3,154

自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － － － 2,404 2,404

2023 年 3月 31日 残高 3,953 4,754 6,172 10,926 20 130 30,098 30,248

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本

合計

2022 年 4 月 1 日 残高 △3,500 39,224 39,224

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △749 △749

当 期 純 利 益 3,154 3,154

自 己 株 式 の 取 得 △100 △100 △100
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) －

事業年度中の変動額合計 △100 2,304 2,304

2023 年 3月 31日 残高 △3,600 41,528 41,528
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2023年5月15日
日本調剤株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桃 木 秀 一

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 野 明 宏

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日本調剤株式会社の2022年4月1日から2023年3

月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、日本調剤株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2023年5月15日
日本調剤株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桃 木 秀 一

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 佐 野 明 宏

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、日本調剤株式会社の2022年4月1日から

2023年3月31日までの第43期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第43期事業年度における取締役の職務の
執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと
もに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しま
した。また、子会社については、子会社の取締役、監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容並びに取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人「有限責任監査法人トーマツ」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人「有限責任監査法人トーマツ」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（4） 後発事象について
記載すべき後発事象はありません。
2023年5月16日

日本調剤株式会社 監査等委員会
常 勤 監 査 等 委 員 畠 山 信 之 ㊞
監 査 等 委 員 東 葭 新 ㊞
監 査 等 委 員 原 田 史 緒 ㊞

（注） 監査等委員東葭新及び原田史緒は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役
であります。

以 上
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー
ステーションコンファレンス東京 6階会議室
電話：03-6888-8080

■交通のご案内
・ＪＲ「東京駅」（在来線）八重洲北口改札口から徒歩2分
・東京メトロ東西線「大手町駅」と「日本橋駅」間の
地下コンコースB7番出口付近より1階エントランスにダイレクト・イン
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